
本日の説明項目

１ 地域医療構想等について

（１）地域医療構想の概要と考え方
（２）地域医療構想等に関する国の動き
（３）地域医療構想等に関する道の動き
（４）「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイド

ライン」について

２ 外来機能の分化・連携について

（１）外来医療機能の明確化・連携
（２）紹介受診重点医療機関について（概要）
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＜参考＞
北海道地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用して実施する事業
・事業スケジュール
・令和５年度主な事業



地域医療構想の概要

◢ 地域医療構想の推進体制等

▶ 21区域

（医療法に基づく「第二次医療圏」、介護保険法に基づく「高齢者

保健福祉圏域」と同）

構想区域

▶ 21区域に設置した地域医療構想調整会議において、地域の病院等

が担うべき病床機能、都道府県計画に盛り込む事業などに関して協

議を行う。

地域医療構想調整会議（医療法第30条の14）

▶医療のあり方や人口構造の変化に対応し、バランスの取れた医療提供体制を構築することを目指すもの。※病床削減が目的ではない。

▶令和７年（2025年）の病床の機能区分ごと（高度急性期、急性期、回復期及び慢性期）の必要量を定める。

▶その実現に向けて、病床機能の分化及び連携の促進、在宅医療等の充実、医療・介護従事者の確保・養成等の施策の方向性を示すもの。

目指す姿など

◢ 策定の経過
○令和７年（2025年）にいわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となる中、医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた

地域で安心して生活を継続できるような、切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築するため、平成26年（2014年）６月に「地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（以下「一括法」という。）が成立。

○この一括法において、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するため、「地域医療構想」が位置づけられた。

直近（R3.7.1)地域医療構想策定時 2025年

構想における必要病床数と現状の比較人口の推計（北海道）
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なぜ「地域医療構想」？
～２０２５年とは～

・2025年とは、全国で団塊の世代が75歳になる年
⇒医療・介護需要増加の一つの節目（指標）

・高齢者人口の増加には大きな地域差
⇒地域によっては高齢者人口の減少が既に開始

・医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な配置を促し、急性期から
回復期、慢性期まで、患者状態に見合った病床で、状態にふさわしい、
より良質な医療サービスを受けられる体制を作ることが必要。

「地域医療構想」について

2015年 2025年

療養病床

一般病床

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

2025年

2013年の実際の診療状況

既にピークを過ぎている地域もあれば、
２０２５年以降にピークを迎える地域もある
ことに留意
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全国の人口推移（推計）

（国立社会保障・人口問題研究所）

1965年 2015年

2025年 2035年2040年
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日本の人口減少

令和5年4月28日 財務省財政制度分科会資料 5



日本の将来人口推計

令和5年4月28日 財務省財政制度分科会資料 6



２０４０年までの人口等に関する短期・中期・長期の見通し

（令和４年５月17日＿全世代型社会保障構築会議資料） 7


